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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一方の異方性磁気体を収容した磁性体製の一方の磁石保持ケースと、他方の異方性磁気体
を収容した磁性体製の他方の磁石保持ケースとを有し、前記一方の磁石保持ケースと前記
他方の磁石保持ケースがそれぞれの合せ目において磁気誘導回路の一部を構成するように
、互いに磁気吸着していて、かつ水道水が流動する非磁性体製の接続管を挟み込み、前記
一方の異方性磁気体と前記他方の異方性磁気体とにより形成される磁界が、前記接続管に
対して直交している水道水の改質装置であって、
前記接続管が、非鉄金属からなる外側管体と、前記外側管体の内部に収容された、前記外
側管体のそれとは異なる非鉄金属からなる内側管体とを有し、かつ前記内側管体の内部、
及び前記内側管体と前記外側管体の壁部との間に、前記接続管の入口側から出口側に抜け
る流路を有し、
前記外側管体と前記内側管体との間に電位差が発生するように、前記２種類の非鉄金属を
選択するようにしたことを特徴とする水道水の改質装置。
【請求項２】
前記外側管体が、プラスの単極電位を発生させる非鉄金属により形成されていて、前記内
側管体が、マイナスの単極電位を発生させる非鉄金属により形成されていることを特徴と
する請求項１に記載の水道水の改質装置。
【請求項３】
前記外側管体が、金、銅またはプラチナの何れかの非鉄金属により形成されていることを
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特徴とする請求項２に記載の水道水の改質装置。
【請求項４】
前記内側管体が、チタン又はタングステンの何れかの非鉄金属により形成されていること
を特徴とする請求項２又は請求項３に記載の水道水の改質装置。
【請求項５】
前記外側管体の押潰し量により前記流路の断面積を変えるようにしたことを特徴とする請
求項１乃至請求項４のいずれかの一に記載の水道水の改質装置。
【請求項６】
前記異方性磁気体が、上面が長方形である直方体であることを特徴とする請求項１乃至請
求項５のいずれかの一に記載の水道水の改質装置。
【請求項７】
前記磁石保持ケースの角部に、曲げ角度が５６度以上のアールを形成したことを特徴とす
る請求項１乃至請求項６のいずれかの一に記載の水道水の改質装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、水道水に含まれる有害な化合物、トリハロメタンや、環境ホルモンとしてのビ
スフェノールＡ、ダイオキシン等の有害な化学物質等の有害物質を軽減するための水道水
の改質装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
水道水は、水道法に基づく水質基準に適合していなければならない。水質基準によって規
定される水道水質には、病原生物を含まず衛生的であること、生涯にわたって飲み続けて
も健康に影響がないこと等に加えて、溶解成分を異常に多く含まず、生活利用上支障のな
いことが挙げられる。
【０００３】
水道水の塩素処理は、殺菌、アンモニヤの酸化及び鉄、マンガンの除去のために行われて
おり、汚濁水の処理には不可欠の工程である。人や家畜の排泄物及び化学肥料には、尿素
やアンモニヤが多く含まれている。水道水源の水にアンモニヤ成分があるときは、凝集処
理前の水に塩素を加えて酸化処理を行う。鉄、マンガンも塩素によって酸化されるから凝
集沈殿処理である程度除去できる。
【０００４】
ところが、水道水中に残留するミネラル成分（カルシウム、ナトリウム、マグネシウム、
カリウム）が塩素、臭素等と化合して塩化物、臭化物としての有害な化合物が生成される
恐れがあり、また、最近の水道水源の有機物汚染にともなって、塩素殺菌や塩素酸化の目
的で加えた過剰塩素と水中の有機物が反応し、浄水の工程で意図しなかった有害なトリハ
ロメタンが副生することが明らかになっている。
【０００５】
トリハロメタンというのは、メタン（ＣＨ4 ）の水素（Ｈ）４個のうちの３個（トリ）が
ハロゲン（弗素、塩素、臭素、ヨウ素）に置き換わったものである。トリハロメタンの代
表例として、１個の炭素（Ｃ）に３個の塩素（Ｃｌ）がついたクロロホルム（ＣＨＣｌ3 
）がある。
【０００６】
このトリハロメタンは肝臓障害、中枢機能障害、発ガン性などの害があるので、わが国の
飲料水の規制値は０．１ｍｇ／リットル以下に決められている。
【０００７】
トリハロメタンは沸騰温度が低く、活性炭に吸着するので、トリハロメタンの除去には、
水道水を沸騰させる、活性炭を詰めた容器に水道水をゆっくり流すなどの方法が用いられ
ている。
【０００８】
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しかしながら、活性炭の吸着量には限度があり、１リットルの活性炭を用い１日に５リッ
トルの水を通す場合３ヵ月が使用の目安である。
【０００９】
また、水道水に含まれる有害物質として、環境ホルモンとしてのビスフェノールＡ、ダイ
オキシン等の化学物質がある。
【００１０】
また、磁気処理した水または水を主体とした液体、またはこれらの液体を含む有機液体で
ある磁気水は、用水、配管の赤水、赤錆対策及びスケール、スラッジ防除、農業、園芸に
おける植物の成長促進、食品製造における食品の鮮度保持、魚介類の養殖促進、燃料油改
質による燃料効率の改善など、広い分野の改善に利用され得ることが知られている。
【００１１】
そして、磁気水を生成するための従来の磁気処理装置は、図７に示すように第１、第２の
分割体４０Ａ，４０Ｂを有しており、第１の分割体４０Ａは継鉄製のケース４１を備えて
おり、このケース４１の左、右面部には半円状の溝４４が形成してあり、このケース４１
の底部には永久磁石（希土類コバルト磁石）４５が固着してある。
【００１２】
また、第２の分割体４０Ｂは継鉄製のケース４６を備えており、このケース４６の左、右
面部には半円状の溝４９が形成してあり、このケース４９の底部には，強磁性体製の誘導
極５０が固着してある。
【００１３】
そして、磁気処理装置は、第１の分割体４０Ａと第２の分割体４０Ｂとを、処理対象とし
ての流体を流す非磁性材製の管体６０を挟んだ状態（第１、第２の分割体４０，４０Ｂの
溝４４，４９が成す円孔に管体６０が挿入される）で互いに連結して使用される（特許文
献１参照）。
【００１４】
【特許文献１】
特開平９－１６４３３０号公報
【００１５】
しかしながら、上記した従来の磁気処理装置にあっては、永久磁石４５と誘導極５０とを
向かい合わせることで磁場を発生させるようにしてあるが、実際には誘導極５０が磁気を
誘導することが少なく、永久磁石４５からの磁力線は誘導極５０に向かってわずかしか走
らず、しかも、磁気漏れを起こしやすく、また、実際には、永久磁石４５の背面から、す
なわち第２の分割体４０Ｂのケース４６の底部から外に向かって、磁気の漏洩が激しく、
流体の磁気処理化が円滑に行われない。
【００１６】
このような従来の問題点を解決するものとして、本出願人は、先に、被処理流体を直角に
貫く磁気力が強く、また、磁力線の漏洩がほとんど無く、流体の磁気処理化を円滑に行う
ことができて、特に、安全性の向上を図った磁気処理装置を提供した。
【００１７】
この磁気処理装置は、被処理流体の流れに対して直角方向の磁界を形成する一対の永久磁
石を備えた磁気処理装置において、一方の永久磁石を磁性体製の一方の磁石保持ケースに
収容した一方の磁気処理体と、他方の永久磁石を磁性体製の他方の磁石保持ケースに収容
し且つこの他方の磁石保持ケースに一方の磁石保持ケースをその合せ目において磁気吸着
させて一方の磁気処理体に接続される他方の磁気処理体とを備え、一方及び他方の磁石保
持ケースの合せ目に管体挟込み部を設けると共に、この管体挟込み部で、被処理流体が流
動する管体を挟み込み、合せ目において互いに磁気吸着した一方及び他方の磁石保持ケー
スを磁気回路の一部にしたものである（特許文献２参照）。
【００１８】
【特許文献２】
特開平１１－３０９４６２号公報
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【００１９】
この磁気処理装置においては、一方の磁気処理体と他方の磁気処理体は、それぞれの磁石
保持ケースの合せ目で磁気吸着させて互いに連結され、管体挟込み部において管体が挟み
込まれるが、この管体は単体（一重）である。
【００２０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開平１１－３０９４６２号公報に開示された磁気処理装置にあっては、
磁気回路に発生した磁力線が管体を貫き、この管体内を流れる処理対象としての流体（各
種の陽、陰イオン及び帯電した微細粒子などの荷電粒子を含む水道水のような被処理液体
）の流れに対して直角な磁界を形成し印加されることにより、いわゆるローレンツカを発
生し、液体分子と荷電粒子が相対運動、更には衝突を生じることになり、被処理液体中の
各種原子の配列、分布などの構造が変化して液体の性質が変化して、密度、表面張力、粘
度、誘電率、電解質の溶解速度などの増大、または電気伝導度、気体溶解度などの減少な
ど、種々の効果を生じるが、管体が単体（一重）であるために、より強力に水道水に含ま
れる有害な化合物、トリハロメタンや、環境ホルモンとしてのビスフェノールＡ、ダイオ
キシン等の有害な化学物質を減少させる処理能力にやや劣るという問題点があった。
【００２１】
本発明は、このような問題点を解決するものであり、その目的とするところは、水道水の
磁気処理化を円滑に行い、水道水に含まれる有害な化合物、トリハロメタンや、環境ホル
モンとしてのビスフェノールＡ、ダイオキシン等の有害な化学物質を確実に減少させるこ
とができる水道水の改質装置を提供することにある。
【００２２】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明に係る水道水の改質装置は、一方の異方性磁気体を
収容した磁性体製の一方の磁石保持ケースと、他方の異方性磁気体を収容した磁性体製の
他方の磁石保持ケースとを有し、一方の磁石保持ケースと他方の磁石保持ケースがそれぞ
れの合せ目において磁気誘導回路の一部を構成するように、互いに磁気吸着していて、か
つ水道水が流動する非磁性体製の接続管を挟み込み、一方の異方性磁気体と他方の異方性
磁気体とにより形成される磁界が、接続管に対して直交している、水道水の改質装置であ
って、接続管が、非鉄金属からなる外側管体と、外側管体の内部に収容された、外側管体
のそれとは異なる非鉄金属からなる内側管体とを有し、かつ内側管体の内部、及び内側管
体と外側管体の壁部との間に、接続管の入口側から出口側に抜ける流路を有し、外側管体
と内側管体との間に電位差が発生するように、２種類の非鉄金属を選択するようにしたも
のである。
【００２３】
かかる構成により、磁界が垂直に印加されることにより、接続管内の水道水中に存在する
有機化合物にローレンツ力が働き、有機化合物が分解されて水道水中から除去される。ま
た、接続管内の水道水中に存在するミネラル成分（カルシウム、ナトリウム、マグネシウ
ム、カリウム等）が塩素、臭素等と化合することが阻害されて、塩化物、臭化物としての
有害な化合物になることを防ぐことができる。
【００２４】
一方、磁界が接続管を流れる水道水に印加されることにより、水道水に起電力が発生する
が、これは、水道水に含まれる有機化合物を分解させる。
【００２５】
外側管体と内側管体を構成する２種類の非鉄金属の間には、それぞれが有する電位（Ｈ＝
０Ｖとした場合の基準の標準電位）の電位差が存在する。
【００２６】
つまり、外側管体と内側管体との間に電池が形成される。この電位差も、上記した磁界に
よる起電力と同様に、流路を流れる水道水に含まれる有機化合物を分解させる働きをする
。
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【００２７】
従って、これら両者の働きにより、効率的に、水道水に含まれる有機化合物を分解させる
ために、トリハロメタンや、環境ホルモンとしてのビスフェノールＡ、ダイオキシン等の
化学物質を激減させることができる。
【００２８】
また、本発明の水道水の改質装置は、外側管体が、プラスの単極電位を発生させる非鉄金
属により形成されていて、内側管体が、マイナスの単極電位を発生させる非鉄金属により
形成されていることを特徴とする。
【００２９】
外側管体には、酸化および腐食しにくく、イオン化傾向が小さい、単極電位がプラス電位
で一価、二価および三価の物理化学的性質を有する非鉄金属、具体的には、金、銅または
プラチナを用いることが好ましい。
【００３０】
内側管体には、単極電位がマイナス電位で金属の物理化学的性質を有する非鉄金属、具体
的には、チタン又はタングステンを用いることが好ましい。
【００３１】
また、本発明の水道水の改質装置は、外側管体の押潰し量により流路の断面積を変えるよ
うにしたものである。
【００３２】
かかる構成により、外側管体の押潰し量により流路の断面積を変えることで、流路を流れ
る水道水の流速を変えて、上記した磁界による起電力を変化させ、水道水に含まれる有機
化合物を分解させることができる。
【００３３】
また、本発明の水道水の改質装置は、異方性磁気体が、上面が長方形である直方体である
ものである。
【００３４】
かかる構成により、異方性磁気体が、上面が長方形である直方体である水道水の改質装置
は、上面が長方形以外の形状（例、円）である改質装置に比較して、磁場の強度が大きい
。
【００３５】
また、本発明の水道水の改質装置は、磁石保持ケースの角部に、曲げ角度が５６度以上の
アールを形成したものである。
【００３６】
かかる構成により、磁石保持ケースの角部に、曲げ角度が５６度以上のアールを形成した
水道水の改質装置は、磁気漏れの無い強力な磁気誘導閉回路を実現する。
【００３７】
磁気誘導閉回路とは、磁界が保持ケースの外部に存在しない回路のことを言う。
【００３８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００３９】
図１に直結給水方式の水道水供給装置を示す。この水道水供給装置において、３０は配水
管、３１はメータ枡３１Ａに収容された水道メータである。そして、配水管３０から配管
３２が分岐してあり、配管３２は水道メータ３１の入口側止水栓３３に接続してある。ま
た、水道メータ３１の出口側止水栓３４には配管３５が接続してあり、この配管３５は家
屋３６に敷設してあり、この配管３５から各部屋３７に水道管３８が分岐してあり、これ
らの水道管３８に給水栓３９が接続してある。
【００４０】
そして、水道管３８には、本発明の水道水の改質装置Ａが取付けてある。すなわち、後述
するように、この水道水の改質装置Ａが有する外側管体２４Ａの両側部にはジョイント部
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９が設けてあり、これらのジョイント部９を用いて、水道水の改質装置Ａが水道管３８の
接続端末３８Ａに接続してある（図６参照）。
【００４１】
また、水道水の改質装置Ａは、図１に仮想線で示すように給水栓３９の出口側に接続する
ようにしてもよい。
【００４２】
本発明の水道水の改質装置Ａは、図２に示すように、一方の磁気処理体１と、他方の磁気
処理体２と、接続管２４とで構成してある。
【００４３】
一方の磁気処理体１と他方の磁気処理体２とは同構成である。この一方の磁気処理体１は
、軟鉄材料から成るボックス形状の一方の磁石保持ケースである磁石保持ケース３を有し
ており、この磁石保持ケース３は、底面部３Ａと左、右面部３Ｂ，３Ｃと前、後面部３Ｄ
，３Ｅとを有している。また、前、後面部３Ｄ、３Ｅの辺縁部には半円状の溝部６が形成
してある。
【００４４】
そして、磁石保持ケース３の底面部３Ａの内面には、一方の異方性磁気体である永久磁石
７が固着してあり、また、磁石保持ケース３内には、非磁性材料である合成樹脂、例えば
エポキシ樹脂より成る充填材８が充填してあり、この充填材８の中央に永久磁石７が表出
している。この場合、磁石保持ケース３の角部は、曲げ角度が５６度以上のアールにして
あり、磁気漏れを防ぐようにしてある。永久磁石７は角形直方体である。
【００４５】
他方の磁気処理体２は一方の磁気処理体１と同構成ではあるために、一方の磁気処理体１
における部品及び部位の符号に´を付して説明を省略する。
【００４６】
そして、本発明の水道水の改質装置Ａは、一方の磁気処理体１と他方の磁気処理体２とを
、処理対象としての水道水を流す非磁性体で製作された接続管２４を挟んだ状態で互いに
連結して構成される。
【００４７】
すなわち、図３に示されるように、磁気保持ケース３と磁気保持ケース３´とは、相互の
磁力により合体し、溝部６，６´により、接続管２４が挿入される開口を形成する。接続
管２４は、それぞれが非磁性体により形成された外側管体２４Ａと内側管体２４Ｂとから
構成されている。
【００４８】
外側管体２４Ａは、酸化および腐食しにくいイオン化傾向の小さい非鉄金属により形成さ
れている。イオン化傾向の小さい非鉄金属には、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、プラチナ（Ｐ
ｔ）等が挙げられる。この外側管体２４Ａの両側部には、雄ねじを形成したジョイント部
９が設けてある。
【００４９】
内側管体２４Ｂの材料には、単極電位がマイナス電位で金属の物理化学的性質を有するチ
タン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）等が使用される。
【００５０】
図５に示されるように、押潰部３０が、外側管体２４Ａ内に内側管体２４Ｂを同心的に収
容した状態で、外側管体２４Ａの中央部において、互いに対向する部位を押し潰すことに
より形成されている。内側管体２４Ｂは、押潰部３０により外側管体２４Ａと同心的に外
側管体２４Ａに収容固定されている。内側管体２４Ｂと外側管体２４Ａの間には、押潰部
３０を除いて、外側流路３１が形成されている。また、内側管体２４Ｂ内部は内側流路３
２になっている。
【００５１】
磁気保持ケース３と磁気保持ケース３´とは、図５に示されるように、それぞれの合せ目
（縁部）３ａ，３ａ´で合わされ、半円状の溝部６，６´（図５参照）により形成される
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円形孔を、接続管２４が貫通している。永久磁石７と永久磁石７´は、接続管２４を挟ん
で対向している。永久磁石７の対向端部７ａはＳ極で、永久磁石７´の対向端部７ａ´は
Ｎ極である。
【００５２】
図５に示されるように、磁石保持ケース３，３´は、合体して連続する枠体を構成する。
この枠体は磁気誘導閉回路を構成する。この枠体は、いわゆる磁気回路の一部を形成する
。磁気保持ケース３の永久磁石７の対向端部（Ｓ極）７ａから永久磁石７´の対向端部（
Ｎ極）７ａ´に向かって磁束密度の高い（６０００～８０００ガウス）磁場が形成されて
いる。
【００５３】
磁力線Ｆは、接続管２４を貫き、枠体の中心部１０を通過して永久磁石７に収束する。こ
の磁力線Ｆにより、磁気回路（誘導磁気回路）が構成されている。磁石保持ケース３，３
´の角部に、曲げ角度が５６度以上のアールを形成することにより、磁気漏れの無い磁気
誘導閉回路が実現している。
【００５４】
内、外側流路３２，３１を流れる水道水の流速を、毎秒１．２ｍ～１．６ｍとし、水道水
の圧力を２ｋｇ～３ｋｇとし、水道水の吐出量を毎時１００リットル～２００リットルと
した。
【００５５】
水道水中には、微量なミネラル成分（カルシウム、ナトリウム、マグネシウム、カリウム
等）が存在する。これらのミネラル成分自体は有害ではないが、これらのミネラル成分が
、塩素、臭素等と化合して、塩化物、臭化物になる可能性がある。これら塩化物、臭化物
は有害物質の生成に関与するものと考えられているので、水道水中に含まれているこれら
のミネラル成分は化合物から除去しておくことが望ましい。
【００５６】
６０００～８０００ガウスの磁界が垂直に印加される、接続管２４内の水道水中に存在す
るミネラル成分は、ローレンツ力の働きによりが塩素、臭素等と化合することが阻害され
て、塩化物、臭化物としての有害な化合物になることを防ぐことができる。これが本発明
の水道水の改質装置により水道水中の微量なミネラル成分の自由電子が除去され、その結
果、有害物質等が発生しなくなることの原理である。
【００５７】
また、上記したように、トリハロメタンは、メタン（ＣＨ4 ）の水素（Ｈ）４個のうちの
３個（トリ）がハロゲン（弗素、塩素、臭素、ヨウ素）に置き換わったものであり、トリ
ハロメタンの代表例としてクロロホルム（ＣＨＣｌ3 ）がある。
【００５８】
６０００～８０００ガウスの磁界が垂直に印加される、接続管２４内の水道水中に存在す
る有機化合物は、ローレンツ力の働きにより分解される。
【００５９】
一方、６０００～８０００ガウスの磁界が接続管２４内を流れる水道水に印加されること
により、水道水に起電力が発生するが、これは、水道水に含まれる有機化合物を分解させ
る。この有機化合物が分解されると、水道水に含まれるトリハロメタンや、環境ホルモン
としてのビスフェノールＡ、ダイオキシン等の化学物質を削減させる。
【００６０】
外側管体２４Ａと内側管体２４Ｂを構成する２種類の非鉄金属の間には、それぞれが有す
る電位（Ｈ＝０Ｖとした場合の基準の標準電位）の電位差が存在する。つまり、外側管体
２４Ａと内側管体２４Ｂとの間に電池が形成される。例えば、外側管体２４Ａを、単極電
位がプラス電位の一価および三価の物理化学的性質を有する金（金の単極電位は１．７）
により形成し、内側管体２４Ｂを、単極電位がマイナス電位で一価の物理化学的性質を有
するチタン（チタンの単極電位は－１．７５）により形成した場合、外側管体２４Ａと内
側管体２４Ｂとの間には、３．４５Ｖの電位差が発生する。



(8) JP 4076084 B2 2008.4.16

10

20

30

40

50

【００６１】
この電位差も、上記した磁界による起電力と同様に、内、外側流路３２，３１を流れる水
道水に含まれる有機化合物を分解させる働きをして、水道水に含まれるトリハロメタンや
、環境ホルモンとしてのビスフェノールＡ、ダイオキシン等の化学物質を削減させる。
【００６２】
従って、本発明の水道水の改質装置Ａは、これら両者の働きにより、効率的に、水道水に
含まれる有機化合物を分解させる。これが、本発明の水道水の改質装置Ａにより水道水に
含まれるトリハロメタンや、環境ホルモンとしてのビスフェノールＡ、ダイオキシン等の
化学物質を削減させる理由である。
【００６３】
外側管体２４Ａと内側管体２４Ｂの組合せは、上述した金（Ａｕ）とチタン（Ｔｉ）に限
らない。金（Ａｕ）とタングステン（Ｗ）、プラチナ（Ｐｔ）とチタン（Ｔｉ）、プラチ
ナ（Ｐｔ）とタングステン（Ｗ）、銅（Ｃｕ）とチタン（Ｔｉ）を、それぞれ、外側管体
２４Ａと内側管体２４Ｂに採用した場合にも、両者の間に電位差が発生する。
【００６４】
また、上記した本発明の実施の形態では、本発明の水道水の改質装置Ａを、各部屋３７に
配管３５から分岐させた水道管３８に配置したが、この水道水の改質装置Ａは、図１に仮
想線で表すように、配管３５に配置するようにしてもよいし、水道管３８及び配管３５に
それぞれ配置してもよい。
【００６５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の水道水の改質装置によれば、磁界が垂直に印加されること
により、接続管内の水道水中に存在する有機化合物にローレンツ力が働き、有機化合物が
分解されて水道水中から除去される。また、接続管内の水道水中に存在するミネラル成分
が塩素、臭素等と化合することが阻害されて、塩化物、臭化物としての有害な化合物にな
ることを防ぐことができる。
【００６６】
一方、磁界が接続管を流れる水道水に印加されることにより、水道水に起電力が発生する
が、これは、水道水に含まれる有機化合物を分解させる。
【００６７】
外側管体と内側管体を構成する２種類の非鉄金属の間には、それぞれが有する電位（Ｈ＝
０Ｖとした場合の基準の標準電位）の電位差が存在する。つまり、外側管体と内側管体と
の間に電池が形成される。この電位差も、上記した磁界による起電力と同様に、流路を流
れる水道水に含まれる有機化合物を分解させる。
【００６８】
従って、これら両者の働きにより、効率的に、水道水に含まれる有機化合物を分解させる
ために、トリハロメタンや、環境ホルモンとしてのビスフェノールＡ、ダイオキシン等の
化学物質を激減させることができる。
【００６９】
また、本発明の水道水の改質装置によれば、外側管体の押潰し量により流路の断面積を変
えることで、流路を流れる水道水の流速を変えて、上記した磁界による起電力を変化させ
、水道水に含まれる有機化合物を分解させることができる。
【００７０】
また、本発明の水道水の改質装置によれば、異方性磁気体が、上面が長方形である直方体
であるために、上面が長方形以外の形状（例、円）である改質装置に比較して、磁場の強
度が大きい。
【００７１】
また、本発明の水道水の改質装置によれば、磁石保持ケースの角部に、曲げ角度が５６度
以上のアールを形成してあるために、磁気漏れの無い強力な磁気誘導閉回路を実現する。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　直結給水方式の水道水供給装置の説明図である。
【図２】　本発明の水道水の改質装置の斜視図である。
【図３】　本発明の水道水の改質装置における一方及び他方の磁気処理体を組み合わせた
状態の正面図である。
【図４】　一方及び他方の磁気処理体の斜視図である。
【図５】　本発明の水道水の改質装置の中央部の断面図である。
【図６】　本発明の水道水の改質装置における接続管と水道管との接続の説明図である。
【図７】　従来の水道水の改質装置の中央部の断面図である。
【符号の説明】
Ａ　　　　水道水の改質処理装置
１　　　　一方の磁気処理体
２　　　　他方の磁気処理体
３　　　　磁石保持ケース（一方の磁石保持ケース）
３´　　　磁石保持ケース（他方の磁石保持ケース）
７　　　　永久磁石（一方の異方性磁気体）
７´　　　永久磁石（他方の異方性磁気体）
８，８´　充填材
２４　　　接続管
２４Ａ　　外側管体
２４Ｂ　　内側管体
３０　　　押潰部
３１　　　外側流路
３２　　　内側流路

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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